
令和８年度宮城県サービス管理責任者等 

専門コース別研修「意思決定支援」開催要綱 

 

１．目 的 

本研修は、障害者等一人ひとりの意向を尊重した地域生活を実現するため、施設や事業所にお

いて直接支援に携わる職員、およびサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等の実務能力

と組織的な支援体制の構築力を高めることを目的として実施します。 

現在の障害福祉現場では、単にサービスを提供するだけでなく、『本人の真の願い』を汲み取

り、それを支える「意思決定支援」の具体化が求められています。平成 29 年 3 月の「障害福祉

サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の策定に加え、令和 6 年度の報酬改定にお

いては、障害者支援施設の利用者に対して「地域移行に関する意向確認」やそれに係る指針等の

作成が義務化されました。令和 8 年度からは本則適用となるなど、組織的な対応は喫緊の課題と

なっています。 

これらを踏まえ、本研修では個々の援助技術の習得にとどまらず、「組織全体」として本人の意

向を尊重する文化をいかに醸成するか、また「地域全体」で本人の生活を支えるネットワークを

どう構築するかという視点を大切にしながら、厚生労働省及びこども家庭庁の定める研修実施要

綱に基づき、現場のリーダー層やサービス管理責任者等が、意思決定支援の考え方やプロセスを

深く理解し、自立支援の質を組織的に向上させるための専門的な技術を習得することを目指しま

す。 

 

２．実施主体 

   一般社団法人 宮城県知的障害者福祉協会 

※本研修は宮城県から指定を受け実施しています。 

 

３．受講対象者（５０名） 

   下記①～③のいずれかに該当する方が受講対象となります。 

   ① サービス管理責任者等研修を受講されている方（基礎・実践・更新のいずれか） 

② 実務経験により受講を希望される方 

（相談支援業務３年以上、社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援業務６年以上、

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援業務 3 年以上、国家資格等による業務に 3

年以上従事している者で相談支援業務及び直接支援業務 1 年以上） 

③ 障害者相談支援従事者研修（初任者研修）を修了されている方 

 

４．受講料  

   １１,０００円（税込） 

 

５．日程（全１日間） 



   令和８年７月１日（水）９:３０～１８：３０ 

 

６．場所 

   宮城県障害者福祉センター大会議室（983-0836 仙台市宮城野区幸町４丁目６－２） 

７．内容（予定） 

令和８年７月１日（水） 

時 間 内 容 

9：00 ～ 9：25 受付 

9：25 ～ 9：30 事務連絡 

9：30 ～ 10：30 【講義・演習】 

・意思決定支援の必要性 

10：30 ～ 12：00 【講義】 

・意思決定支援とは 

・意思決定支援ガイドラインの構造 

13：00 ～ 15：00 【演習】 

・意思決定に向けた支援プロセス① 

（事例を基にしたヒヤリングシートの活用、意思決定支援の準備） 

15：00 ～ 17：00 【演習】 

・意思決定に向けた支援プロセス②（意思形成支援、意思表明支援、

意思実現支援） 

17：00 ～ 18：00 【演習】 

・意思決定支援の情報収集と記録化 

18：00 ～ 18：30 【講義】まとめ 

   ※休憩時間の兼ね合いにより終了時間が３０分程度延長する可能性があります。 

 

８ 受講手続き 

以下に掲げる受講登録と申込書類の郵送（簡易書留）の両方が必須です。どちらか一方では受

付できませんのでご注意下さい。 
 

（１）受講登録及び申込書類の郵送（簡易書留）について 

①申込期限  令和８年６月１日（水） 

       尚、受講登録について、期限内厳守とします。 

       ※消印有効・簡易書留（持込不可）、封筒は角２号封筒（240×332mm） 

②受講登録  下記の URL から Google フォーム URL にアクセスしていただき、必要事項

をご記入の上、受講登録してください。 

https://forms.gle/tyiNp2fXoszRc75o9  

③申込先   〒983-0836 仙台市宮城野区幸町 4－6－2 

             一般社団法人 宮城県知的障害者福祉協会 

       ※「サービス管理責任者等専門コース別研修（意思決定支援コース）」と朱書

https://forms.gle/tyiNp2fXoszRc75o9


きしてください。 

④申込書類 一般社団法人宮城県知的障害者福祉協会ホームページに掲載します。 

尚、サービス管理責任者等基礎（実践・更新含む）研修又は障害者相談支援

従事者研修（初任者研修）を修了している方については、実務経験証明書及

び実務経験確認表の提出は不要となりますので、修了証書の写しのみの提出

となります。尚、令和８年度以外の当該様式を使用する等、適切でない様式

で申し込んだ場合は、「書類不備」となり、受付けできません。 

 

 提出書類 留意点 必須 該当者 

１ 受講申込書 【様式１】サービス管理責任者等用 〇  

２ 実務経験証明書 

【様式２】実務経験証明書 

【様式２】実務経験証明書（記入例１,２） 

※ 実務経験に該当する業務、事業・施設

等の種類は、別紙、別表１「実務経験

一覧表」を参照 

 〇 

３ 実務経験確認表 

【様式３】サービス管理責任者用 

※ ご自身で「実務経験証明書」の記載内

容を転記し、必要事項を記入してくだ

さい。 

 〇 

４ 資格証明書等の写し 

【様式２】又は【様式３】の記載内容に各種

資格等が関係する場合は、写しを提出してく

ださい。 

 〇 

５ 

サービス管理責任者

等基礎研修修了証書

の写し 

「サービス管理責任者等基礎研修」又は「障

害者相談支援従事者研修（初任者研修）」修了

者は、修了証書の写しを提出してください。 

（※基礎・実践・更新研修いずれかの修了証

書の写し） 

 〇 

 

（２）受講決定について 

      ①受講可否通知については、令和 8 年 6 月中旬にメールにて送付します。 

      ②事務局にて入金確認後、受講決定通知（受講証）をメールにて送信します。 
 

（３）受講費について 

      ①受講費 １１，０００円（税込） 

      ②納入方法及び払込期限については、受講決定者に受講費入金案内メールを送付します。

尚、受講料支払い後の返金には応じられませんのでご注意ください。 
 

      ※ 本研修修了者には、一般社団法人宮城県知的障害者福祉協会、修了証書が発行され、

県の修了者名簿に登録されますので、氏名、生年月日は正確にご入力ください。 

      ※ 受講決定通知の送付、事務局からの連絡等で使用いたしますので、住所、電話番号、



メールアドレスも正確にご入力ください。 

 

９．選考方法 

   申込多数の場合、職種や各圏域の申し込み状況を踏まえて選考いたします。 

 

１０．修了要件 

  全ての研修課程を修了した方には、研修最終日に「サービス管理責任者等専門コース別研修（意

思決定支援コース）」の修了証書を発行、交付します。 

尚、次のいずれかに該当する場合は、研修修了者として認められません。 
 

（１）会場参集型研修当日の遅刻・欠席、休憩時間以外の１５分以上の離席等により受講の確認

が取れない場合や居眠り、講師等の指示に応じない、携帯電話の使用、その他受講者への

迷惑行為が認められた場合。 

（２）研修後、提出された申込書に虚偽の申告が認められた場合や、悪質な状態と判断された場

合。 
 

（留意事項） 

   ・当該修了証書はサービス管理責任者等の資格付与に該当しませんので、予めご了承ください。 

   ・修了証書発行後に申込書類の不備や虚偽の申告が判明した場合は、修了証書を返却していただ

くとともに、研修の修了は取り消されます。 

・修了証書の再交付は行いません。事前登録・受講申込書の記載誤りにご注意ください。 

 

１１．個人情報保護について 

    本研修実施運営にあたる全ての者（講師含め）は、受講する皆様に関する個人情報は、受講者

名簿作成等の研修事業のみの目的で使用し、他の目的で使用したり、無断で第三者に提供するこ

とはありません。 

 

１２．研修受講の注意事項 

（１）本研修は、講義と演習で構成されたカリキュラムになります。特に、演習におきましては、受

講される皆様の積極的な参加をお願いします。 
 

（２）研修当日の体調について、発熱や咳症状、また倦怠感などある場合には、無理をせず出席をお

控えください。 
 

（３）研修実施中の講義・演習・グループワーク等の撮影、録画、録音の他、スマートフォンやパソ

コンの使用は一切禁止とさせていただきます。万が一、その様な行為が発覚した際には、研修

自体の参加を中止していただく場合もあります。尚、本条件による参加中断に伴う参加費の返

還は致しかねますので、予めご了承ください。 
 

（４）受講証はメールにて送付いたしますが、研修３日前を過ぎても万が一メール受信できていな

い場合には、お手数ですが下記お問い合わせ先までご一報ください。 
 



（５）本研修開催日において、天候不良等の自然災害、Ｊアラートの発報、感染症蔓延等による非常

事態宣言の発令があった場合、またそれらの影響により公共交通機関の運休等が発生した場

合には、開催を中止とする場合もありますので、予めご了承ください。本条件による開催中止

となった場合には、参加費は全額返金といたします。 

 

１３．研修実施に関する問い合わせ先 

  一般社団法人 宮城県知的障害者福祉協会 事務局（担当：板坂） 

   ＴＥＬ ０２２－２９３－４００５  ＦＡＸ ０２２－２９３－４０１０ 

   e-mail miyagi-fukushi@wind.ocn.ne.jp 

※ 原則メールでのお問合せでお願いします 

 H P   https://miyagi-chifuku-aid.com/ 
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